令和７年１０月２４日
一時預かり事業実施園代表者　様
千葉市こども未来局幼児教育・保育部
幼保運営課長
令和７年度千葉市一時預かり事業補助金の交付申請書等の提出について
このことについて、下記のとおり関係書類の提出をお願いいたします。

記
１　提出書類

次の書類をデータで提出してください。
※（１）～（３）は全てエクセルファイル「交付申請書他様式」に入っています。

（１）交付申請書（様式第１号）

（２）一時預かり事業計画表（個別表）
（３）請求書（様式第１０号）※一般型で概算払いを希望する場合のみ
２　データ提出期限
令和７年１１月７日（金）
提出先：unei-josei@city.chiba.lg.jp
※メールの表題は変更せず、そのまま送信してください。
３　注意事項
●一般型の園について、概算払いを希望する園のみ「①ファイルの説明」シートで「概算払い希望」を選択してください。希望なしの場合は令和８年５月に一括支払いとなります。
●余裕活用型については、令和８年５月の一括支払いのみとなります。
●歳出金額等については、見込みの数字で結構です。最終的に年度末の実績報告で実績の数値に
変更します。
●利用者数についても、見込みの数値で入力していただいて結構です（例：前年度実績等）。
こちらも実績報告で実績の数値に変更します。
●押印不要の運用のため、紙媒体での提出は不要です。
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